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大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 ２３－２１ 商工・観光関係事業 関 係 項 目  

調整の内容 
商工・観光関係事業については、新市において引き続き事業の推進に努めるものとする。 

ただし、3町で類似の事業は、合併時又は合併後に、速やかに統合又は再編できるよう調整を図るものとする。 

 

現況 

 大平町 岩舟町 藤岡町 具体的な調整内容 

工業団地 ●【名 称】 大平工業団地 

【所在地】 大平町大字伯仲 

【事業主体】県土地開発公社 

 

【概要】 

総面積   1,222,271 ㎡ 

工場用面積 1,198,327 ㎡ 

用地取得  昭和 39 年 2 月～ 

昭和 45 年 2 月 

造成工事  昭和 40 年 4 月～ 

昭和 46 年 12 月

工場専用排水路（町有財産） 

 

●【名 称】 大平みずほ企業団地 

【所在地】 大平町大字横堀みずほ

【事業主体】環境事業団 

【概要】 

総面積   118,689 ㎡ 

工場用面積  75,936 ㎡ 

用地取得  平成 8年 4 月～ 

平成 10 年 1 月 

造成工事  平成 10 年 2 月～ 

平成 11 年 11 月

  その他   みずほ企業団地ふれ

あい協議会 

●【名 称】 岩舟工業団地 

【所在地】 岩舟町大字曲ｹ島 

【事業主体】県土地開発公社 

曲ｹ島いすず協同組合 

【概要】 

総面積   121,000 ㎡ 

工場用面積 114,640 ㎡ 

用地取得  昭和 40 年 1 月～ 

昭和 48 年 8 月 

造成工事  昭和 45 年 11 月～ 

昭和 48 年 3 月 

●【名 称】 西前原工業団地 

【所在地】 藤岡町大字西前原 

【事業主体】藤岡町 

 

【概要】 

総面積   112,419 ㎡ 

工場用面積  92,986 ㎡ 

用地取得  昭和 48 年 12～ 

昭和 63 年 7 月 

造成工事  昭和 54 年 1 月～ 

平成 3年 3 月

現行どおり新市に引

き継ぎ、新市において 

工業用地の確保等を検

討し、企業誘致を進め

る。 

 



中小企業資金

融資制度 

【融資内容】 

・大平町中小企業運転資金 

・大平町中小企業設備資金 

 

 

【預託条件】 

・預託額  前年度融資残額の 3分の 1

・協調倍率 3.0 倍 

・預託先  足利銀行大平支店 

      栃木信用金庫大平町支店

      栃木信用金庫大平南支店

      栃木銀行大平支店 

 

 

【貸付条件】 

・使途及び限度額 

運転   7,000 千円（※1） 

  設備  10,000 千円 

・年利率及び貸付期間 

  運転  1.9％   3 年以内 

      2.0％   5 年以内 

  設備  2.0％   5 年以内 

      2.1％   7 年以内 

      2.3％  10 年以内 

・担保  融資 7年超は有担保 

・保証人 1 名以上 

 

※１ 平成16年12月30日まで10,000

千円 

【融資内容】 

・岩舟町中小企業設備等合理化資金 

・岩舟町中小企業経営安定資金 

 

 

【預託条件】 

・預託額   35,000 千円 

・協調倍率  3.0 倍 

・預託先   足利銀行岩舟支店 

       栃木信用金庫岩舟支店 

       佐野信用金庫岩舟支店 

       栃木銀行佐野支店 

       群馬銀行栃木支店 

 

【貸付条件】 

・使途及び限度額 

  運転  8,000 千円 

  設備  8,000 千円 

・年利率及び貸付期間 

  運転  2.0％  5 年以内 

 

  設備  2.0％  7 年以内 

 

 

・担保  なし 

・保証人 1 名以上 

 

【融資内容】 

・藤岡町中小企業設備合理化及び近代

化資金 

・藤岡町中小企業経営安定資金 

 

【預託条件】 

・預託額   35,000 千円 

・協調倍率  4.0 倍 

・預託先   足利銀行藤岡支店 

       栃木信用金庫藤岡支店

 

 

 

 

【貸付条件】 

・使途及び限度額 

  運転  3,000 千円 

  設備  5,000 千円 

・年利率及び貸付期間 

  運転  1.8％  3 年以内 

 

  設備  1.8％  5 年以内 

 

 

・担保  なし 

・保証人 1 名以上 

 

融資制度については、

合併時までに調整を図

り、新市において統一 

して実施する。 

ただし、合併前に制 

度の適用を受けたもの

については、新市に引 

き継ぐ。 

中小企業振興

保証料補助制

度 

【概要】 

町制度資金及び商工貯蓄共済制度の

融資を取扱金融機関から受けた場合に

信用保証料の補助を行う。 

【限度額】 

5 万円 

（平成 16 年 12 月 30 日まで 10 万円）

 

※ 2 口以上の借入れがある場合は高

額なものを対象とする。 

【概要】 

町制度資金の融資を取扱金融機関か

ら受けた場合に信用保証料の補助を行

う。 

【限度額】 

保証料相当額 

【概要】 

町制度資金の融資を取扱金融機関か

ら受けた場合に信用保証料の補助を行

う。 

【限度額】 

保証料相当額 

保証料補助制度につ

いては、合併時までに 

調整を図り、新市にお 

いて統一して実施する。 

ただし、合併前に制 

度の適用を受けたもの

については、新市に引 

き継ぐ。 

 



中小企業振興

利子補給制度 

【概要】 

国民生活金融公庫の融資及び（財）

栃木県産業振興センターの小規模企業

者等設備導入資金融資を取扱金融機関

から受けた場合に利子補給金を給付す

る。 

 

【給付額】 

貸付金の 1％以内（限度額 3万円） 

借入れ年度に 1回限り支給。 

※ 2 口以上の借入れがある場合は高

額なものを対象とする。 

【概要】 

町中小企業融資振興会及び町商工会

の斡旋により、県の制度資金その他の

資金を取り扱う金融機関から資金の借

入れをした中小企業者に対し、利子補

給金を支給する。 

 

【給付額】 

貸付金の 1％（限度額 1万円） 

借入れ期間１年以内 １回のみ支給 

  〃  １年超  ２回まで支給 

制度無し 利子補給制度につい

ては、合併時までに調 

整を図り、新市におい 

て統一して実施する。 

ただし、合併前に制 

度の適用を受けたもの

については、新市に引 

き継ぐ。 

観光イベント ●さくらまつり 

【主 催】 大平町観光協会 

【開催日】 ３月下旬から４月上旬 

 

●なつこい 

【主 催】 なつこい実行委員会 

【開催日】 ８月第２土日開催 

 

●夏まつり 

（サマーフェスタｉｎいわふね） 

【主 催】 岩舟町 

【開催日】 ８月上旬 

 

●さくら祭り 

【主 催】 観光協会 

【開催日】 ４月上旬 

（バルーン大会と同時開催）

 

●バルーン大会 

【主 催】 渡良瀬バルーンレース組

織委員会 

【開催日】 ４月上旬 

（さくら祭りと同時開催）

 

●花火大会 

【主 催】 渡良瀬遊水地花火大会実

行委員会 

【開催日】 ８月第１土曜日 

 

●商工会ふれあいサマーフェスティバル

【主 催】 商工会 

【開催日】 ８月１６日 

 

●よさこいパレード大会 

【主 催】 よさこい藤岡運営委員会

【開催日】 １０月第３日曜日 

 

●市民農園収穫祭 

【開催日】：１１月２３日 

 

観光イベントについ

ては、当面現行どおり 

とし、地域の実情を尊 

重しながら、新市にお 

いて運営方法等の調整

を図る。 

 



観光案内 【観光パンフレット】 

・「おおひらおでかけガイド」（総合パ

ンフレット） 

・「太平山～晃石山ハイキングマップ」

・「おおひらのぶどう狩り・直売」 

 

【観光案内板】 

ハイキングコースや駅前などに観光

案内板を設置している。 

【観光パンフレット】 

・「いわふね」 

・「栃木県みかも山」 

・「町ハイキングマップ」 

・「岩舟を楽しむマップ」 

 

【観光案内板】 

ハイキングコースや駅前などに観光案

内板を設置している。 

【観光パンフレット】 

・「とことんエンジョイ ハートラン

ド」 

・「栃木県みかも山」 

 

 

【観光案内板】 

ハイキングコースや駅前などに観光案

内板を設置している。 

観光パンフレット及

び観光案内板について

は、当面現行どおりと

し、必要に応じて新市 

において整備する。 

観光協会 【目的】 

大平町の観光事業の健全なる発展

と、魅力あるふるさとづくりを進め、

地域住民の福祉の向上と地域産業の

振興及び発展に資することを目的と

する。 

 

【事業】 

  観光案内業務 

さくらまつり 

キャンペーンメイツ 

ワイン醸造 

観光ぶどう園の育成 

 

 

【会員数及び会費】 

 個人会員   92 名  1 口 2,000 円

 法人会員   23 社  1 口 5,000 円

 団体会員  4 団体  1 口 5,000 円

 

 

 

 

【観光協会予算額】 

  8,094,000 円 

 

【事務所】 

  かかしの里 センターハウス内 

【目的】 

岩舟町における観光事業の振興を

図り、もって地域住民の福祉向上と、

産業・文化の発展に寄与する。 

 

 

 

【事業】 

観光案内業務 

ホタル祭りの開催 

広報誌「コスモス通信」の発行 

ハイキング・岩舟石を訪ねて 

「岩舟町の史跡と文化財」の発行 

ホームページの更新 

 

【会員数及び会費】 

正会員 

 個人     76 人 1 口 10,000 円 

 法人･団体  50 団体  1 口 20,000 円 

賛助会員 

 個人     141 人  1 口 2,000 円 

 法人･団体 50 団体  1 口 5,000 円 

 

【観光協会予算額】 

  5,583,000 円 

 

【事務所】 

  環境改善センター こなら館内 

【目的】 

藤岡町の観光事業の健全なる発展

と、魅力と活力のあるふるさとづく

りを進め、地域住民の福祉の向上と

地域産業の振興及び発展に資するこ

とを目的とする。 

 

【事業】 

観光案内業務 

さくら祭り 

 

 

 

 

 

【会員数及び会費】 

 個人会員  100 人  1 口 2,000 円

 法人会員  6 団体  1 口 5,000 円

 賛助会員  2 団体  1 口 3,000 円

 

 

 

 

【観光協会予算額】 

  2,025,000 円 

 

【事務所】 

  藤岡町役場商工観光課内 

観光協会については、

現行どおり新市に引継

ぎ、合併後に統合に向 

けて調整を図る。 

 



観光施設 ・かかしの里 

  センターハウス（レストラン・観

光協会事務室） 

  野球場 １面 

  テニスコート ２面 

  トリム広場 

  バーベキュー施設 １０卓 

  ローラースライダー １基 

  その他（展望広場・池・野外トイ

レ２棟） 

 

・大中寺の森 

  あじさいを含む低中木の管理 

  野外トイレ １棟 

 

・清水寺の森 

  ボタンを含む低中木の管理 

  野外トイレ １棟 

 

該当なし 該当なし 観光施設については、

現行どおり新市に引き

継ぐ。 

商工会 平成 15 年度商工会総会資料より 

 

【構成】 

個人会員 413 

法人会員 280 

部会   商業部会 工業部会 

 

【事務局体制】 

事務局長     1 

主任経営指導員  1 

経営指導員    1 

補助員      1 

記帳専任職員   2 

 

【商工会一般会計予算】 

71,170,430 円 

 

【町補助金】 

10,000,000 円 

平成 15 年度商工会総会資料より 

 

【構成】 

個人会員 290 

法人会員 209 

部会   商業部会 建設業部会 

 

【事務局体制】 

事務局長     1 

経営指導員    2 

補助員      1 

記帳専任職員   2 

 

 

【商工会一般会計予算】 

62,110,000 円 

 

【町補助金】 

8,500,000 円 

平成 15 年度商工会総会資料より 

 

【構成】 

個人会員 339 

法人会員 203 

部会   商業部会 工業部会 

 

【事務局体制】 

事務局長     1 

経営指導員    2 

補助員      1 

記帳専任職員   2 

 

 

【商工会一般会計予算】 

52,293,808 円 

 

【町補助金】 

7,217,000 円 

新市において、速や 

かに商工会の合併が図

られるよう調整に努め

る。 

 

 


